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 この裁判は、町田市長が被告になっているものですが、実際にはその政務活動費を支出を行っ

た会派、及びその支出にかかわった議員が対象となるものです。  

 その経緯は、下記をご覧ください。 

 政務活動費の裁判で補助参加人に決定 2020.10.28アップ 

 町田市はその判決文を裁判所から受け取っていると思いますが、その写しを町田市がくれるわ

けではないでしょうから、自分で依頼する弁護士さんから受け取る、と言ってもその読み込みは

それなりに専門性がないと膨大な時間を要するでしょうから、その説明を受けないとどのような

結論が出ているかはわかりません。 

 ある意味、原告側が先にその内容の解釈を示してくるものと思いますが、それはあくまで原告

側の立場を踏まえたものでしょうから、当方は当方で自分の見解をいずれ出していきたいと思い

https://yoshidaben.jp/wp/2020/10/27/%E6%94%BF%E5%8B%99%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%A7%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%8F%82%E5%8A%A0%E4%BA%BA%E3%81%AB%E6%B1%BA%E5%AE%9A-2020-10-28%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/


ます。いずれにしても、私は、町田市議会の政務活動費支出に関する条例、要綱に従って、政務

活動費の支出を行ってきたものです。公明正大な活動と支出をしてきたものであり、裁判ではそ

の趣旨と資料を提示してきました。求められた資料は隠さずに提出し、説明してきました。 

 


